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　Ｇマーク制度の信頼性を維持するためにも、車両に貼付される「Ｇマーク」ステッカー
の適切な使用をお願いします。
　以下の「Ｇマーク」ステッカーの貼付は不正使用となり、是正されない場合は認定を
取り消します。

適切ではない使用例

※2024年 1月以降に貼付されている場合 　

有 効 期 限 が 過 ぎ た
ス テ ッ カ ー の 貼 付

有 効 期 限 を 隠 滅 し た
ス テ ッ カ ー の 貼 付

G マーク認定ステッカーの適切な使用について！ ！
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